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「日本スポーツ栄養研究誌」投稿規程

1，雑誌の目的と編集方針

　日本スポーツ栄養研究誌（The　Japanese　Journal　of　Sports　Nutrition）は、日本スポーツ栄養学会の学会誌として、スポー

ツ栄養学における科学的根拠を蓄積し、発信することを目的とする、掲載する内容は、依頼原稿も含めて査読審査（peer－

review）により科学的妥当性及び専門領域における価値が一定水準以上と認められたものとする，

2．投稿資格と条件

　投稿原稿の筆頭著者及び連絡責任著者は本会会員とする。共著者は非会員でもよい。但し、依頼原稿の場合は、この限り

ではない／；なお、投稿者は、研究や実践活動の計画の考案・作成、データ収集・解析、原稿作成と修正、最終原稿の確認の

いずれかに携わった者でなければならない，

3　著作権

掲載された論文等の著作権は日本スポーツ栄養学会に属する．本誌に掲載した論文の無断転載を禁ずる。

4．投稿内容

1）投稿原稿の条件：投稿論文の内容は、他誌に未発表のもので、

2）原稿の区分、内容は以下の表のとおりとする。

スポーツ栄養学の進歩に寄与するものとする。

区分 内容

1．総説 あるテーマについて、これまでの研究・調査論文もしくは事例報告論文

を総括および解説したもの。

1［．研究・調査に関する報告

原著　　　　　　　　　　　　研究・調査に関する論文で、科学的価値のある事実を含むもの．

短報　　　　　　　　　　　　研究・調査に関する論文で、原著としてはまとまらないが、科学的価値

　　　　　　　　　　　　　　のある事実を含み、報告に値するもの。

皿．事例報告※

スポーツ栄養マネジメント報告スポーツ栄養の現場で活動する者が、スポーツ栄養マネジメントの流れ

　　　　　　　　　　　　　　に沿って行った栄養指導・サポート活動において得られた経験のなかで、

　　　　　　　　　　　　　　事例として報告に値すると判断されたもの。

実践活動報告　　　　　　　スポーツ栄養の現場で活動する者が、日常的に行っている業務や栄養指

　　　　　　　　　　　　　　導・サポート活動の中で新たに実施した試み、改善および工夫などで報

　　　　　　　　　　　　　　告するに値すると判断されたもの．

症例報告　　　　　　　　　　単一あるいは少数の選手・チーム等が実施している栄養学的な手法の経

　　　　　　　　　　　　　　過・成果、もしくはその選手やチームの現状を丁寧に報告したもの．

実践活動報告症例報告ショートA4仕上がり2ページ（約3．000字）以内で簡潔にまとめられた実践活動

レポート　　　　　　　　　　報告／症例報告。

“’．資料 スポーツ栄養に関する指針などの資料、海外の動向、勉強会等の活動報

告など、スポーツ栄養にかかわる活動上、記録にとどめる価値のある資

料や有益な情報の紹介。

※スポーツ栄養の現場で、栄養指導・サポートを行うなかで得られた経験・情報で、共有に値する（他のスポーツ栄養士や

研究者にとって有用なもの）と判断されたものの報告のことを指す。対照群を設けて、栄養指導や介入の効果を比較検討し

たものや、大規模調査などで得られたデータに関して詳細な統計処理を行ったものは、原稿区分を「研究・調査に関する報

告」へと変更を依頼する場合がある。その際、適切な倫理審査による承認を受けたものでない原稿は、掲載不可と判断され

る場合がある，

3）原稿の言語：原則として和文とする，ただし、表、図、写真の説明はこの限りでない。英文を用いる必要性のある場合

　はこれを認めるが、英文校閲料の実費は投稿者の負担とする。

4）原稿の形式：別に定める【執筆要項】に従うこと。
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投稿規程

5．倫理的事項

1）倫理審査

1人を対象とし、人由来の品報・試料に関する科学研究を取り扱う論文では、その実験はヘルシンキ宣言・hnps：wWw．

wmanet　what－we－do　medical－ethics　declaration－of－he｝sinki｝で承認された倫理一基準、または文部科学省・厚生労働省・

経済産業省により制定された「人を対象とする牛命［：［学・医学系研究に関する倫理指針一iil　https：Www．nユhlw．go．jp　sti’

seisakunitsuite，・　bunya　hokabunya　kenkyujigyou　i－kenkyu　index．html　）に従って実施されなければならない　また、ヒトゲ

ノム及び遺伝∫・を取り扱う’戊ミ駒も同様に前述の指針等に従って行われなければならない　編集委員会では、原則として、所

属機関の倫理委員会の承認を得た後に実施された研究に限ってその論足の投稿を受け付ける　当該研究がこれらのガイドラ

インに従って実施されたことを投稿論文内に明記し、さらに所属機関の倫理委員会が発行した承認・書の承認番．号を論文中に

記載するものとする

2実験動物を対象とした研究は、環境省により制定された一実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

　〔hrtps：www．env．go．jp’　natul4e　dobutsu　aigo　2＿data　laws　nLh25＿84pdf！や文部XP；：：省によって制定された「研究機

関等における動物実験等の実施に関する基本指針」〔http：www．lnext、go．jp　b＿menu　hakusho　l／c　O6060904．htm〕等を遵

守して行われた研究でなければならない。投稿論文内にはその旨を必ず明記し、所属機関の動物実験委員会等が発行した

当該動物実験承認書の承認番号を論文中に記載するものとする

3事例報告においては、必ずしも倫理審査を必要としない　ただし、倫理的な配慮を記載すること　具体的には、a）　，’［3該チー

ムまたは個人とサポート・指導内容を共同で計画し、その実施について承認を得ていること、b）個人情報が適切に扱わ

れていること、c）論文投稿について当該チームまたは個人から同意を得ていることなどを記載すること　また、掲載に

　関する一切の責任は著者自身が負うこと．

21謝辞
　投稿原稿の内容について、政府・企業・団体等からの研究費助成、資料提供、物品および便宜供ワ・等を受けた場合は、そ

の旨を記述する．また、共著者には含まれないが、原稿の内容や作成において、多大な協力のあった者については、ここに

記載する一

3｝T－iJ益ト目反〔conflict　of　interest

　投稿原稿の研究内容について、当該論文の発表により特定の団体等が利益を受ける可能性のある場合は、その団体との利

益相反が発生した時期にかかわらず、全ての利益相反状態を記載する　利益川反状態に該当しない場合は、論丈末尾に「利

益相反自己申告：申告すべきものはな］と記載するものとする．

4）著者の資格と著者貢献

　著二者貢献に関して、the　International　Committee　of　Medical　JoLlrnal　of　Edit⊂）rs（IC入IJE）のrecommendations　c　https：

www．iclnje．org　recomlnendations　browsしroles－and－responsibilities　defining－the－role－of－authors－and－contril⊃utOl“s．htmUならびに

口本学術振興会の研究倫理教育教材「科学の健全な発展のために一誠実な科学者の心得一」il　https：Www．jSps．gojp

j－kousei　rinri．htn〕Pに従い、投稿原稿の研究における全ての著者の貢献〔役割）を明確に説明するものとする、著者全員の

研究論丈に対する貢献について、著者のイニシャルを使って記載するものとする　但し、ショートレポートについては著者

貢献の記述は不要とする

　なお、ICMJEでは、以ドの4条件t　il記のH本学術振興会の研究倫理教育教材p66－67より引用／すべてを満たす者を著者

としており、これらの条件を満たさない．者は謝辞に記載する一

－
つ
］
つ
O
」
⊥

研究の構想・デザインや、データの取得・分析・解釈に実質的に寄与していること

論．文の草稿執筆や重要な専門的内容について重要な校閲を行なっていること

出版原稿の最終版を承認していること

論kの任意の箇所の正確性べ⊃誠実さについて疑義が指摘された際、調査が適正に行われ疑義が解決されることを保証す

るため、研究のあらゆる側面について説明できることに同意していること

6．投稿から掲載までの流れ

11投稿する原稿の確認

投稿の際には以下のものを揃える

1投稿手続き票

2著作権委譲承亘書

3投稿原稿チェックリスト
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lI．メミス寸ミー・ソ』三ゴξli汁㌃ご、，志　　v日1，　］9　　202↓う　　］嬬引、　↓「㌃

1手リ五ξ言・01又川」・J㍉　｝・

51；］：手．「、｛，Li　7i・こ膓こ　VN▼（｝rdフマイ）レ

6図表IW〔．）1『d、　Excel、　Powel－Point、　PDF、　IPEGなどのファイル形式！

2　投縞ノJ’法

　連絡責任著者がオンライン投］口審禿システム　Edit（⊃rial　Manager

㌧て投病す⊃．

https：www．ediτorialmal／ager．com　jjsn　を使川

3　審㌔

　原則として2名以［’．の査読者による論之内容の審査を行う，偏集．委員会．ショートレポートは研究・教育．支援事業運営委

員会‘は《㍉』呂’を決定L、その審笹結果を踏まえて編集委員会が最終的な採．否を決定する．編集・委員会は、原稿内容の修「「

および一 原稿の区う1二の変足を音杏過手∵において投稿者に求めることがある

1　＆Lii、’．’i原干高σ）！i乏正

　編集委員会．ショートレホートは研究・敦育．支援．事妄運営．委員会　からの通知により修正等を求められた投稿者は、その

通知から2カ月以内　ショートレポートは3カ月以内1に査読者への回答および修正原稿・修正箇所を赤字もしくはド線等

で明示したもの：を、才ンライン投稿審否システムを通じて提出しなければならない　その期間を超えた場合には、投稿を

取りトげたものとして処理する　・なお、1包康．ヒの理由や遠征帯同・サポートなどによる長期の不在等、考慮しうる事情の

ある場合は、投稿者‘は修IEの□延の理山と提出予定日を編集事務局宛に連絡する＝編集．委員会は、理山や期限について倹討

し、遅延の吋否について判断する．1

　原則、投稿後の著者‥の已りLlや順序の変吏寺二は認めない，投稿後に、．著者名の追加、削除や順序の変吏を行う場合は、すべ

ての名K’の同意を得たLで、その旨および変史の埋由を書面1査言71［結果に対する回答書等一にて説明しなければならない．

5・1，1，r］．文’0）丁采．邑K

　投稿扁文’の採否は、1・欠ぱの査読者が㌣読し、編集委員会（ショートレホートは研究・教育．支接．事業連営委員フ㍉において

決定する

61採択後のプロセス

1汗．集．委員会・ショートレホートは研究・教育£援事業運営委員会・が掲載日］’とした日を「受理［一とする、投稿原稿の掲

載順は、原則として’．2理Hの原とし、編集委口会がその決定を行う．

2英k抄録は、緬集・委員会において英丈佼・止を行い、それを．基に投稿者が最終原稿を作成する・

3著者校正は、初校のみヒし、F．jl：則として誤字・脱字以外の加筆・修正は認めない　2校以降は、著者校正に基づき、編集

委員会・カ㍉了う

4受理された1浦丈は、掲寸予定乃の印刷前に目本スポーツ栄養学会のホームヘージ　会員専用ページ1にて公開する

7　　属日高4葛車〔］i：；・およこゾ・英之｛交に］ポ・

　掲iil［tの、；午．［iJがおりた後、本学会からの請求によ：〕、原稿1編につき、…一総説．、「原著一、「短銀一は10，000円、ニスポーツ栄

養マネジメント報告二、「実践活動報㍑一、一症例報告」、一資料一は5．000円、一尖践活動報告症例報告ニショートレポート」は3．⊂）⊂）0

川の原稿掲或料を指定の口座へ．芝払う・また、英丈’抄録が含まれる原稿に関しては、5．000円の英丈校閲料を指定の日座へ支

払う．論文’にカラー図表が含まれていた場合、カラー頁は、1ページあた：）　2tt　，OOO円の掲載料を著者が負担する　ただし、

依頼原稿につ、・ては、この限りではな！、、なお、期Hまでに原稿掲載料および．英文校閲料の支払いが行われなかった場合に

は、掲或を上1’〈り消すことがある

8‘1弓「］ll珂

　掲載された論文については、PDFファイルを作成する1別刷印刷は／『「わない㍑

7，規程の改定

　本児程の改定は、・．！，i集委貞会にて行い、理吉会の．承，忍を得る．

ヒ’、吊改定：2025．年1月1□

il本スポーツ完託髪｛｛ナトプ｛二［志：こ関一5　る［．！；1いr）わ一せ先

i二本スポーツ栄養研’究［志・：［｝；集事務局．ノこii，pt三1目．則株ユ・k会村：内l

E－rnail：jsna（’r・nユed，〔つn一1ura．jP
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1．メい要項

「日本スポーツ栄養研究誌」執筆要項

1．投稿原稿の構成

　技稿原稿は、以ドに示すように1、表紙、2〕本文、31和文抄録、！‘英丈抄録ぽ、、説、原著、短報の場合のみII、5

図表で㌔成する　各項目の，羊細は以ドのとおりである

1）表紙

　論文タイトル、投稿者氏名、所属機田および部署名、連絡責任者の’1肝1い氏名、郵便番り’、住所、電話香号、E－mailアド

レス｝、原稿の区分〔総、1、原著、亙ほ、スポーツ栄養マネジメント報告、実戒活劫報告、症伺服告、実践活動報告　症例

縦告ショートレポート、資料のいずれか；、図f’の奴、キーワード‘3～5個、ショートレポートの場合は不要｝を記載する・

著：者の貢献について特記す項がある場合は記載する

2）本文

　原則以ドの項目に沿って本足を構成すること

⑤原著・短報の場合

1．緒言、ll．方法、　nl，結果、　W．考察、　V．結論、謝辞、利益相反、著者貢献、丈ぱ

②スポーツ栄養マネジメント報告の場合

1，スポーツ栄養マネジメントの目的、1［．対象とマネジメント内容、皿．結果、IV，考㌃、　V．結pee、謝辞、利益相反、

著者貢献、文献

③実践活動報告の場合（ショートレポートを含む）

L事業・サポート活動の目的、II［．事呆・サポート活動の内容、　In．事業・サポート活動の成果、　W　t今後の課題、謝辞、

利益相反、著者貢｜状、文献

　但し、ショートレポートについては著者貝献の記述は不要とする

④症例報告の場合（ショートレボートを含む）

L　はじめに、ll　一症例、皿．考察、　W．結扁、謝辞、利益相反、著者貢献、丈献

　但し、ショートレホートについては著者貢献の記述は不要とする一

⑤総説および資料の場合

本文（必要に応じて見出しをつける［ド記3－11を参照］）、謝持、利益相反、著者貢献、之献

3）和文抄録

　原則以・ドの項目に沿って和丈抄録を構成すること

㊦原著・短報の場合

　【日的】、【方法】、【結果】、【結論】に分けて、600字以内にまとめる、

②スポーツ栄養マネジメント報告の場合

　【口的】、【マネジメント内容】、【結果】、【結論】に分けて、600字以内にまとめる一

⑥実践活動報告の場合

　【目的】、【活動内容】、【成果】、【今後の課題】に分けて、600字以内にまとめる

④症例報告の場合

　【症例】、【結，ぱに分けて、600字以内にまとめる

⑥実践活動報告／症例報告ショートレホートの場合

　抄録を150子以内にまとめる一

⑥総説および資料の場合

　本・文の内容を600字以内にまとめる1必ずしも項目毎に分ける必要は無い

＼
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日本スポーツ栄養研究誌　Vol．19　2026　執筆要項

4）英文抄録

　総説、原著、短報については英文抄録を作成すること。英文抄録の最初には英語の｛Title］、［Author（s）］、［Affiliation（s）］

を記載する。原著・短報については［Aim］、［Methods］、［Results］、［Conclusion］の項目に沿って構成し、250words以内

にまとめる。総説の場合には、項目毎に分ける必要は無い。

2．原稿の作成フォーマット

1）パーソナルコンピューターを用い、本文はA4判用紙を縦置きとして、横書きで作成する。図表は本文とは別のファ

　　イルに分け、それぞれ下記の汎用ソフトで作成する。

　　本文ファイル：Microsoft　O飽e　Word

　　図表ファイル：Microsoft　Othce　Word、　Excel、　PowerPoint、　PDF、　JpEG

2）1頁あたり40字×25行とし、余白を上下各30mm、左右各20mmに設定する。

3）フォントは、10．5ポイント以上のものを使用すること。

4）表紙から和文抄録もしくは英文抄録までには、通し頁（原稿下部の中央）および行番号（全頁での通し番号）をすべて

　　の行につける、

5）数字には算用数字を用い、数字や英字は半角とする。

6）図、表、写真には［図1］、［表1］、［写真1］等の通し番号をつけ、本文の欄外に、それぞれの挿入位置を指定する．

7）実践活動報告／症例報告ショートレポートは、概要（150文字）を含めて全体で3，000文字以内とする。なお、図・表・

　写真は小さめのもので、1つあたり500字と換算する。

3．原稿作成上の注意

1）文章は、ひらがな、新かなつかいとし、漢字は原則として常用漢字とする。

2）栄養学用語は、日本栄養・食糧学会編「栄養・食糧学用語辞典」、医学用語は、日本医学会医学用語管理委員会編「医

　　学用語辞典」等に準ずること。

3）機器、食品、試薬、材料、アプリケーションやオンラインサービスなどの商品名は論文タイトル、キーワードには使用

　　しない。また、要旨中にも可能な限り使用しない。論文中に記載する場合は、原則として、本文中の初出時のみ「一般

　　名（商品名：企業名※正式名称を記載）」と記載し、以降は一般名で記載する。機器等の商品名を繰り返し記載するこ

　　とが避けられない論文内容においても、編集委員会にて審査し修正等を依頼する場合がある。

4）数量は算用数字を用い、桁数の多い数は3桁ごとにカンマで区切る。ただし、ページ数、通算番号（文献、特許等）の

　　数字にはカンマを入れない．主な単位は次のように表す、km、　cm、　mm、　nm、　kg、　g、　mg、　L、　mL、　kcal，　mmol等

　　とする。

5）論文中、繰り返し使われる語句に略語を用いてかまわないが、初出の時には省略しない。

6）普通に用いられている外国語の術語、物質名などはカタカナとする（例：Paper　chromatography→ペーパークロマト

　　グラフィー）、カタカナにすることによって意味が不明瞭になるおそれがあるものはこの限りではない。

7）ビタミン名については、化学的意味が重要な場合は化合物名（例：チアミンなど）を用いるが、栄養学的意味に主眼を

　　おいて用いる場合はビタミン名（例：ビタミンB，など）を用いてもよい。

8）データの統計学的取り扱いについては、統計学の専門家もしくは統計学に詳しい人に十分相談の上、正しい取り扱いを

　　するように特に留意する、市販のコンピューターソフトを利用して処理した場合は、利用したソフト名（バージョン）

　　を本文中に記載するz

9）図や表を引用・転載した場合には、投稿前に著作権者の承諾を得て、それを証明する書類（書式自由）をあわせて提出

　　する。引用文献番号に加えて、図や表の下に出典を明示する。

10）本文中の年は西暦で記載する。文献に関しては、「4、文献リスト」の項を参照のこと。

11）本文は、大見出し1．II．　III．…、中見出し1．2．3．…、小見出し1）2）3）…、などを用いて明瞭に区別する。

12）文献は論文に直接関係のあるものにとどめ、引用順とし、本文の最後に一括して記載する。本文中の引用文献番号は右

　　肩付とする。連続する2つの文献を引用する場合、半角カンマと半角スペースで文献番号を区切る（例：1，2）。連続

　　しない3つ以上の文献を引用する場合、半角カンマと半角スペースで文献番号を区切る（例：L3、5，7，10），連続

　　する3つ以上の文献を引用する場合、最初の文献番号と最後の文献番号を「～」でつなぐ（例：2～5）。また、本文

　　中に著者名で引用する場合、著者が2名以ドの場合にはすべての姓を記し（例：木戸・恩田1）、3名以上の場合には

　　最初の著者の姓を記し「ら」をつける（例：田口ら1）。文献は、一般的に検索可能な公刊文献に限り、入手困難、検

　　索不可能な文献は避ける（文献として引用できないものの例：社内資料、未発表論文、公刊されない学位論文、カタロ

　　グ等）。

13）著者貢献については、全ての著者の貢献についてイニシャルを用いて記載する（例：著者○○、△△は研究計画の立案、

　　データ収集を行った。著者○○、口口はデータ解析および原稿の執筆を担当した。すべての著者は、原稿を批判的にレ

　　ビュー・修正し、投稿を承認した）、
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H筆要項

4．文献リスト

　引用文献の記載は、下記のように欧文雑誌名は略記し、イタリック表記とする　和）ZJ雑誌名は略記しない

川【雑誌】

　　①原著・短報、スポーツ栄養マネジメント報告、実践活動報告、症例報告、総説、資料の場合

　　著者名（和文はフルネームで、欧文は姓のみをフルスペル、その他はイニシャルのみで3名まで記し、それ以・ヒの場合

　　は一．他一、「，eta］を用いて略記する｝：論．文標題，雑誌名，巻数，初頁一終頁1発行年！

　　［和・金田芙美，菅野幸了、佐野文美，他：我が国の子どもにおける「やせ」の現状：系統的レビュー，栄養学雑誌．62、

　　　　347－353　12005〕

　　（洋）Rosell．1　1．S、．　Hellenius．　M．LB”de　Faire、　U．H．，　et　aL：Associations　betweel〕diet　and　the　metab⊂）lic　syndrome　vary

　　　　with　the　validity　of　dieてary　intake　dataa．－1〃1．．L　C〃〃，　N2t／｝一．、78．61－90　（2003｝

　　乏実践活動報告／症例報告ショートレボートの場合

　　者者名1和文はフルネームで、欧丈は姓のみをフルスヘル、その他はイニシャルのみで3名まで記し、それ以ヒの場合

　　は「．他」、「，eてaLjを用いて略記する・：雑誌名、巻数，初頁一終頁1発行年〕1※ド記のように論丈タイトルを省略

　　して記載する）

　　〔和〕金田二兵美、菅野幸∫一，佐野丈美，他：栄養学雑誌．62．347－353c2⊂）05：・

　　ll羊〕RoselL　MS，　Hellenius，　M．LB．．　de　Faire．　UH．．　et　al．：Am．　J．　Clin．　Nutr，、78、84－90（2003　i

2）【単行本｛報告書も含む）】著者名：論文標題．書名．〔編者）．pp．初頁一終頁・発行年）、出版社、所在地

　　1和1健康・栄養情報研究会編：厚生労働省平成16年国民健康・栄養調査報告．pp．90｛2006］．第一出版．東京

　　（洋）WHO：The　World　Health　Report　2002：Reducing　Risks．　Promoting　Healthy　Life　〔　1？002　’）、　WHO．　Geneva

3｝【翻訳本】著者名：原著名’訳者名．書名、pp初真一終頁（発行年〕、出版社、所在地

　　Willet．　W．：Nutritional　Epidemio］ogy、2　nd　ed．　LII中平・：監訳、食事調査のすべて一栄養疫学一〔第2版1，pp．93－97

　　（2007　’i、第一出版，東京

4）【インターネット・ヒの丈献】者二者名＊：表題名＊，URL．（アクセスH＊　1／

　　丈部科学省．厚生労働省：疫学研究に関する倫理指針，http：www．mhlw．go．jp　general　seido　kousei　ikenkyu　ekigaku

　　sankoしlsirvoユ9kaisei．htlnl，（2008年12月20日）（注“：明らかな場合の

　　原則として、学術論文、単行本、翻訳本を引用すること推奨する、但し、公的機関が発表する資料、データベースなど

　　でインターネット上にのみ存在するものに関しては引用を認める、
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［1本スポーツ栄養研究誌　Vol．19　2026　著作権委譲承諾書

特定非営利活動法人　日本スポーツ栄養学会御中

著作権委譲承諾書

　特定非営利活動法人日本スポーツ栄養学会（以下、本学会）が発行若しくは公表する著作物の著作者又は本
学会が開催する講習会、セミナー、シンポジウムその他の本学会が主催するイベント等における発表者（以下、
著作者等）は、本学会によって発行若しくは公表される投稿著作物、又は、本学会が開催する講i習会、セミナ

ー、シンポジウムその他の本学会が主催するイベント等における発表資料、撮影写真、収録映像・音声並びに
関連資料および素材等（それらに含まれる演者の肖像および成果物を含み、発表成果物という）について、以
下のとおり保証し、かつ著作権を譲渡等いたします。

第1保証
　著作者等は、投稿著作物又は発表成果物について、以下の各号記載の事項を保証し、確約します。

1）　著作者全員が投稿原稿を読み、投稿に同意していること。
2）投稿著作物又は発表成果物が著作者自身の著作物であり、既にいずれかで出版公表されているものと同一
　ではないこと。
3）投稿著作物又は発表成果物が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる侵害も含まないこと。
4）投稿著作物又は発表成果物において、他から転載されているすべての図表について、転載許可を得ている
　こと。
5）投稿著作物又は発表成果物において、他の論文等の引用がある場合には、本学会が定める研究誌投稿規定
　および著作物の作成及び投稿に関するガイドラインの内容に従って引用を行っていること。
6）投稿著作物又は発表成果物には、本学会の名誉を傷つけ、当該出版物の信用を殿損する盗用データ、捏造
　データや著作物に関する利害を持つ者の合意に反するものを含まないこと。
7）投稿著作物又は発表成果物が共同著作物である場合には、代表して本書に署名する者が、すべての共同著
　作者から本書に署名することについて同意ないし必要な権利を得ていること。
8）投稿著作物又は発表成果物にっいての問い合わせ、苦情、紛争などが発生した場合、著作者等はすべての
　責任を負うこと。

第2　著作権譲渡等
　著作者等は、投稿著作物又は発表成果物について、以下の各号記載の事項に同意します。

1）投稿著作物又は発表成果物に関する国内外の一切の著作権（日本国著作権法第21条から第28条までに規
　定するすべての権利を含む）を本学会へ譲渡すること。
2）投稿著作物又は発表成果物について、本学会ならびに本学会から正当に権利を取得した第3者及び当該第
　3者から権利を承継した者に対し、日本国著作権法第18条（公表権）、第19条（氏名表示権）及び第20
　条（同一性保持権）を行使しないこと。
3）上記1号と矛盾する契約を他の第三者と締結しないこと。

第3　著作者等の権利

　著作者等は、投稿著作物又は発表成果物について、以下の各号記載の事項に同意します。
　著作者等は、営利を目的としない場合において、投稿著作物又は発表成果物等を本条に定める限りにおいて
利用することができる。

1）著作者等は、投稿著作物又は発表成果物等を利用する場合、本学会事務局に事前に申出を行い，本学会の
　指示がある場合はその指示に従うこととし、利用した複製物あるいは著作物中に出典を明記することとす
　る。
2）著作者は、投稿著作物等の最終の投稿原稿について、出版物発行から12か月後に、著作者自身のWebサイ
　ト（著作者が主として所属する機関等のサイトを含む）において掲載することができる。ただし、掲載に
　あたっては出典を明記するとともに、下記に記載の利用上の注意事項を明記しなければならない。

利用上の注意事項

　　本著作物の著作権は日本スポーツ栄養学会に帰属し、日本スポーツ栄養学会の許可のもとに掲載しており
　ます。ご利用にあたっては「著作権法」に従うことをお願いするとともに、許諾を必要とするような利用に
　ついては一般祉団法人学術著作権協会に許諾を得た上でご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

日付　　　　　　　年　　　月　　　日

本原稿表題

著作者等（代表者）

署名者が代表する共同著作者すべての氏名
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益相反開示書

〈利益相反がある場合〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　利益相反開示書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

下記投稿原稿は，投稿者のうちの1名あるいは複数名が，当該原稿の公表により利益を受

ける可能性のある他者との間に，下記の利害関係を有していることを証します。

【投稿時原稿タイトル】

【投稿者氏名】

下記に投稿者全員の氏名を自署して下さい。

1
．

2

3

　
4

5

6

7

8．

【利益相反の内容】

注1：利益相反の有無は当該原稿の採否とは無関係である。

注2：利益相反の基準に関しては「日本スポーツ栄養学会　利益相反の取り扱いに関する規程」を参照，

＊用紙が足りない場合や投稿者が異なる機関等に所属する場合は，用紙をコピーして複数枚提出してかまい
ませんt．
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日4〈スポーツ栄養研究誌　Vol　l9　2026　利益‡1］反開小｛｝｛

　　〈利益相反がない場合〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益相反開示書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　下記投稿原稿は，投稿者のうちの誰一人として，当該原稿の公表により利益を受ける可

　能性のある他者との間に，いかなる利益相反も有していないことを証します。

　　【投稿時原稿タイトル】

【投稿者氏名】

下記に投稿者全員の氏名を自署して下さい。

1
．

2．

3

4．

5

6．

7

8

注1：利益相反の有無は当該原稿の採否とは無関係である。

注2：利益相反の基準に関しては「日本スポーツ栄養学会　利益相反の取り扱いに関する規程」を参照

＊用紙が足りない場合や投稿者が異なる機関等に所属する場合は，用紙をコピーして複数枚提出してかまい
ません一
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